　預貯金（定期・普通・総合）通帳の写しについて

　 通帳の写し（コピー）は、被保険者および配偶者（事実婚含む）名義、全ての通帳が必要です。　窓口受付の待ち時間短縮のため、コピーの添付にご協力をお願いいたします。
　１．コピーする通帳の箇所について
　　　①　通帳の表紙
　　　②　表紙の裏面（銀行名、支店名、口座名義が記載されているページ）
　　　③　最新の取引履歴（最新の取引日から過去２ヶ月分）
　　　④　総合口座通帳は、普通預金のほか定期預金や積立預金等の取引履歴（履歴の全て。また履歴がない場合、各1ページ目）
　２．注意点
　　（１）申請日前、最新の残高を記帳してからコピーしてください。
　　（２）通帳をコピーした用紙は、余白部分を切る等、サイズを小さくしないでください。（申請書に添えますので、Ａ４サイズ（両面）が助かります。）
　　（３）不足がある場合、申請の受付ができないこともあります。
	 ②　表紙の裏面

	（銀行名、支店名、口座名義が記載されているページ）

	
	
	
	

	
	
習志野銀行　総合口座
習志野　花子　様
　　　　　　
　　（店番号）（口座番号）

鷺沼支店
	
	

	
	



	
	

	
	
	
	


　３．通帳のコピー例
	①　通帳の表紙

	
	（表紙と裏表紙の見開き）
	
	

	
	
	
	

	
	
習志野銀行
　　　　　習志野　花子　様
　　（店番号）（口座番号）

総合口座通帳
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③　最新の取引履歴（最新の取引日から過去２ヶ月分）　④総合口座通帳の場合、預入の有無に関わらず、定期・定額・積立預金のページ（預入の無い場合は、1ページ目）も必要です。
最新の取引日から
過去２ヶ月分

	
	
	
	

	
	普通預金
	
	

	
	年月日
	お支払い金額
	お預り金額
	差引残高
	
	

	
	７-4-15
７-4-20
７-5-20
	年金
50,000
50,000
	100,000
通帳
通帳
	2,050,000
2,000,000
1,950,000
	
	

	
	７-6-15
[bookmark: _GoBack]７-7-　1
	年金
50,000
	100,000
通帳
	2,050,000
2,000,000
	
	

	
	
	
	



